
令和８年度富里市市民法律相談のご案内       

①  相 談 日（原則月曜日です。変更する場合もありますので、受付時にご確認ください。） 

 ４月１３日 ４月２０日 ４月２７日 ５月１１日 ５月２５日 

６月１５日 ６月２２日 ６月２９日 ７月１３日 ７月２７日 

８月１０日 ８月１７日 ８月２４日 ９月１４日 ９月２８日 

１０月１３日 １０月１９日 １０月２６日 １１月９日 １１月１６日 

１１月２４日 １２月１４日 １２月２１日 １月１２日 １月２５日 

２月８日 ２月１５日 ２月２２日 ３月１５日 ３月２９日 

② 相談時間 （１人の相談時間は３０分以内です。開始５分前までにお越しください。） 

１３：００～１３：３０ １３：３０～１４：００ １４：００～１４：３０ 

１４：３０～１５：００ １５：００～１５：３０ １５：３０～１６：００ 

 

③ 受付人数 

・ 各相談日とも定員は６名までとなります。（先着順で受付を行います。定員に達し次第、 

受付は終了となります。ただし、キャンセル待ちを申し込むことができます。） 

④ 申  込 

・ 受付日  原則毎月５日から当月分の申し込みの受付を開始します。 

（閉庁日の場合は翌開庁日） 

・ 方 法  事前予約制となっております。 

社会福祉課窓口、または電話にてお申し込みください。（0476-93-4192） 

受付時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。 

⑤ 注意事項 

・ 裁判中・調停中の問題や、この法律相談で一度相談した内容は予約をご遠慮ください。 

・ 予約した時間までに社会福祉課窓口へお越しいただけない場合は、キャンセルとさせていた

だきます。（遅れた場合、終了時間の延長等はございませんのでご注意ください。） 

・ 予約後、都合がつかなくなった場合は、速やかにご連絡ください。（日時の変更は、同月中に

予約が入っていない日時であれば１回まで可能です。） 

・ 弁護士の利益相反にあたる場合、相談をお受けできないことがあります。 

 

※同一人物が同一年度に相談できる回数は、２回までとなります。 

なお、相談日当日のキャンセル及び事前連絡なしの欠席は、１回の相談とみなさせて

頂きますのでご注意ください。 

連絡先 健康福祉部社会福祉課 地域福祉推進班  

℡ ０４７６－９３－４１９２（直通） 

 



富里市市民法律相談以外の相談窓口（お問い合わせは各窓口に直接お願いします） 

 

【日本司法支援センター法テラス千葉】※相談料は収入により異なります 

受 付 ：Web予約または電話予約（０４３－２２７－８９５４） 

電話受付時間 平日 午前９時～午後５時 

相談日時 ：毎週 月・水・木曜日 午前１０時～午後３時３５分 

場 所 ：法テラス千葉 千葉市中央区中央 4-5-1 Qiball（きぼーる）２F 

 

【千葉県弁護士会】  

① 成田法律相談センター  ※有料相談 

受 付 ：Web予約または電話予約（０４３－２２７－８９５４） 

電話受付時間 平日 午前１０時～１１時３０分、午後１時～４時 

相談日時 ：毎週 金曜日、第２・第４木曜日（祝祭日は休み） 

午後１時３０分～４時３０分 

費 用 ：２，０００円／３０分  

※クレサラ相談は初回３０分無料（２回目以降は有料） 

場 所 ：成田市商工会館（成田市花崎町７３６－６２） 

 

② 千葉法律相談センター ※有料相談 

受 付 ：Web予約または電話予約（０４３－２２７－８９５４） 

電話受付時間 平日 午前１０時～１１時３０分、午後１時～４時 

相談日時 ：毎週月～金曜日（祝祭日は休み） ※夜間土日の相談別途あり 

午前９時３０分～１２時、午後１時３０分～４時  

費 用 ：２，０００円（税込）／３０分 夜間・土日 ５，５００円／３０分 

※クレサラ相談は初回３０分無料（２回目以降は有料） 

場  所 ：千葉県弁護士会館（千葉市中央区中央４－１３－９） 

 

③ クレジットサラ金無料相談 予約制 あらかじめ電話で予約をおとりください。 

受 付 ：電話予約（０４３－２２７－８５８１） 

電話受付時間 平日午前１０時～１１時３０分、午後１時～４時 

費 用 ：初回相談料は無料。３０分を超える場合の費用等は担当弁護士と要相談。 

場 所 ：各担当弁護士の事務所 


